
保健統計調査 

調 査 名 周 期 内         容 

人口動態調査 毎 月 

 出生・死亡・婚姻・離婚・死産の各届出書等に基づいて、市町村が

作成し、送付されてきた調査票を審査し、誤り又は疑義について、医

師、助産師、警察等に照会し訂正等を行う 

人口動態調査（職業・

産業） 
5年毎 

人口動態事象と職業及び産業という社会経済的属性との関連を明

らかにしようとするもので、国勢調査年の 4 月 1 日から翌年の 3 月

31 日までの 1 年間に発生した出生・死亡・死産・婚姻・離婚の届出

用紙の職業欄（死亡については産業も）の記載による調査 

R2年度実施、次回は R7年度実施予定 

国民生活基礎調査 
毎 年 

（3年に 1度
大規模調査) 

 国勢調査区から無作為抽出した地区内の全ての世帯及び世帯員に

ついて調査を行う 

 令和元年度に大規模調査実施 

社会保障・人口問題基

本調査 
毎 年 

 出生動向基本調査、人口移動調査、生活と支えあいに関する調査、

家庭動向調査、世帯動態調査を 5年周期により実施 

医療施設動態調査 毎 月 病院・診療所等の開設・廃止等の動向について、調査票を作成する 

医療施設静態調査 
3年毎 

(10月) 

 医療施設の分布及び整備の実態を明らかにするとともに、医療施設

の診療機能を把握し、医療行政の基礎資料を得ることを目的にした調

査 

R2年度実施、次回は R5年度実施予定 

病院報告 毎 月 
 病院及び療養病床を設置する診療所における、入退院患者数、月末

在院者数、外来患者数等についての報告をとりまとめる 

医師・歯科医師・薬剤

師統計 

2年毎 

(12月 31日) 

医師法・歯科医師法・薬剤師法の規定に基づき、性、年齢、業務の

種別、従事場所等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料

を得ることを目的とした調査 

R2年度実施、次回は R4年度実施予定 

保健師・助産師・看護

師・歯科衛生士・歯科

技工士業務従事者調 

2年毎 

(12月 31日) 

保健師助産師看護師法及び歯科衛生士法並びに歯科技工士法の規

定に基づき、氏名、住所、従事場所等を明らかにし、医療行政の基礎

資料を得ることを目的とした調査 

R2年度実施、次回は R4年度実施予定 

受療行動調査 
3年毎 

（10月） 

 医療施設を利用する患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、

医療行政の基礎資料を得ることを目的にした調査 

 R2年度実施（アンケート調査）、次回は R5年度実施予定 

患者調査 
3年毎 

（10月） 

 医療施設を利用する患者について、その傷病の状況を明らかにし、

医療行政の基礎資料を得ることを目的にした調査 

R2年度実施、次回は R5年度実施予定 

地域保健・健康増進事

業報告 
毎 年 

 地域住民の健康の保持及び増進を目的とした地域の特性に応じた

保健施策の展開等を実施主体である保健所及び市区町村ごとに把握

し、国及び地方公共団体の地域保健施策の効率的・効果的な推進のた

めの基礎資料を得ることを目的とした調査 

衛生行政報告例 毎 年 

 衛生関係諸法規の施行に伴う各都道府県、指定都市及び中核市の実

態を数量的に把握し、国及び地方公共団体の衛生行政運営のための基

礎資料を得ることを目的とした調査 



調 査 名 周 期 内         容 

介護サービス施設・事

業所調査 

毎 年 

（10月） 

 全国の介護サービスの提供体制、提供内容等を把握することによ

り、介護サービスの提供面に着目した基礎基盤に関する基礎資料を得

るための調査 

＜施設・事業所＞ 

 介護老人保健施設、介護療養型医療施設、居宅サービス事業所及び

居宅介護支援事業所等の全数について調査するが、H21より民間委託

の国直送調査となり、市では名簿の更新とエラー修正のみ行っている 

中高年者縦断調査 
毎 年 

（同一人） 

50～59 歳(平成 17 年 10 月末時点)の男女を対象に健康・就業・社

会参加について，意識面・事実面の変化を調査 

 調査対象：7地区 

H22年度から国の直送調査となる 

21 世紀成年者縦断調

査 

毎 年 

（同一人） 

 20～34歳(平成 14年 10月末時点)の男女及びその配偶者を追跡し、

結婚、出産、就業等の実態及び意識の経年変化の状況を調査する 

 調査対象：6地区 

H22年度から国の直送調査となる 

 


